
平成２２年度まで 平成２３年度

・健康相談・個別訪問による産業保健指導

・健康診断実施後の意見聴取への対応
・脳・心臓疾患のリスクが高いとされた労働者に対する保健指導
・メンタル不調を自覚する労働者に対する相談・指導

・長時間労働者に対する面接指導 ・長時間労働者に対する面接指導

・情報提供・セミナー等
・情報提供・セミナーは産業保健推進センターに一元化
・保健師等の情報提供業務は廃止

改正の背景

事業場の規模 労働者数５０人以上 労働者数５０人未満

健康管理等
の実施者

(労働安全衛生法
第１３条関係)

・産業医 ・労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師
・その他厚生労働省令で定める者

（労働安全衛生規則第１５条の２）

地域産業保健センター事業の実施にあたり、備えている労働者の健康
管理等に必要な知識を有する者の名簿に記載されている保健師

労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する保健師

改正の概要

地域産業保健事業の見直し
事業仕分けにより産業保健推進センター業務が見直されたことに関連して、地域産業保健事業における
保健師等の情報提供業務を廃止した。

労働安全衛生規則第１５条の２の改正について

見直し

改正

従来名簿に記載されていた保健師
日本産業衛生学会登録産業看護師のうち保健師の資格を有する者 等




